
開設日時
平日（登校日）＝下校時～午後６時15分土曜日＝午前７時30分～午後６時15分春・夏・
冬休みや振替休校日＝午前７時30分～午後６時15分　＊祝日、年末年始、お盆期間を除く。

申込方法
申込書に必要事項を記入し、就労証明書などの必要書類を添えて、子ども子育て課（さざん
か内）へ提出

申込書類配布
10月７日～　配布書類＝募集要項、申込書、就労証明書、自営業申告書、確認書
　　　　　　　配布場所＝子ども子育て課、相良窓口課、各放課後児童クラブ

保護者の就労
などの条件

保護者には児童と同居（同一敷地内、隣接地を含む）する65歳未満の祖父母を含む
勤めの場合＝①月12日以上かつ終了時間が午後２時以降（新１年生）、午後３時以降（新２
年生以上）、②午前７時30分～午後６時15分のうち５時間以上自営業・農業・漁業などの場
合＝①事業主：月140時間以上の就労、②専従者：月100時間以上の就労などその他＝疾病
がある、家族を介護しているなど　＊詳しくは配布時に確認します。

利用料

①平日は月額7,000円
②夏休みのみ利用の場合は8,000円
③春休み、冬休みのみ利用の場合は、それぞれ3,500円
④土曜日は月額1,000円
①～③で土曜日利用の場合、それぞれの利用料に1,000円追加
＊令和元年度の市民税非課税世帯または児童扶養手当受給者は、上記の半額となります。

受付期間
10月15日～11月８日（土、日、祝日を除く）　

午前８時15分～午後５時（水曜日のみ午後７時まで）

備　考

保育園などの入所申し込みで使用する就労証明書を併用可能。必要に応じてコピーを取っ
ておいてください新規利用者は申込受付後、12月に面接申込者が定員を超えた場合は、
児童の学年や保護者の就労時間、家族構成などを考慮して優先順位を決定（優先順位が低い
場合は待機）　＊申込期間中は、先着順ではありません。

市内の放課後児童クラブ一覧

名　　称 開設場所 定　員

静波放課後児童クラブ 静波1430番地１ 60人

川崎放課後児童クラブ 川崎小学校内 60人

細江第１放課後児童クラブ 細江小学校体育館内 25人

細江第２放課後児童クラブ 細江1244番地５ 50人

細江第３放課後児童クラブ 細江コミュニティセンター 35人

勝間田・坂部放課後児童クラブ 農村の家（勝間田小学校敷地内） 35人

相良放課後児童クラブ 相良小学校内 65人

菅山放課後児童クラブ 菅山小学校給食棟内 25人

萩間放課後児童クラブ 萩間小学校内 35人

地頭方放課後児童クラブ 地頭方小学校 35人

牧之原小学校放課後児童クラブ 牧之原小学校内 35人

榛原土曜日児童クラブ 静波1430番地１ 20人

相良土曜日児童クラブ 相良小学校内 20人


